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１ 監査の期間 

令和５年４月３日（月）から同年９月２６日（火）まで 

 

２ 監査の対象 

（１) 対象箇所 

ア  渋谷区組織規則（昭和４０年区規則第１７号。以下「組織規則」という。）

に定める本庁の部課（センター、室及び保健相談所を含む。）並びに本庁行

政機関及び地方行政機関 

イ 組織規則に定める本庁の部課の所管する施設 

ウ  渋谷区会計管理室の組織に関する規則（平成１９年区規則第４５号）に定

める会計管理室 

エ  区議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局 

オ  渋谷区教育委員会事務局組織規則（昭和５９年教育委員会規則第２号。 

以下「教育規則」という。）に定める部課 

カ  小学校、中学校、幼稚園、幼保一元化施設、教育センター 

キ  教育規則に定める部課の所管する施設 

ク  各施設内に設置されている災害用備蓄倉庫（当該施設の監査に併せて実 

 施した。） 

 

（２) 対象範囲 

令和４年度に執行した区の事務及び事業の全般を対象とし、財務に関する事

務の執行について、監査を実施した。ただし、必要と認めるときは、他の年度に

ついても対象とした。 

なお、庁外施設については、管理運営状況を監査した。 

 

３ 監査の方針 

上記対象範囲について、渋谷区監査委員監査基準（令和２年２月２６日監査委

員決定）にのっとり、監査を行った。 

なお、実施に際しては、収入支出、契約、財産管理等の財務事務が法令、条例

等に適合し、適法かつ適正に執行されているかに主眼を置くとともに、事務事業

が事業目的の達成に向けて、最少の経費で最大の効果を挙げているかに留意し

た。 

（１) 区税、手数料等の収納金に係る事務は適正に行われているか。 
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（２) 予算が適正かつ効果的に執行されているか。 

（３) 会計処理は適正になされているか、計数上の誤りはないか。 

（４) 契約事務は適正に行われているか。 

（５) 財産管理は適正になされているか。 

（６) 事務事業の管理運営が適正に行われているか。 

（７) 施設の管理及び運営は適切に行われているか。 

（８) 前回指摘事項に係る是正はなされているか。 

 

施設監査については、施設（建物、工作物及びこれらに付属する設備、機器を 

いう。）の維持管理、安全管理及び運営管理について、法令、条例等に基づいて 

監査した。 

 

４ 重点項目 

  現金の取扱いについて 

 

令和４年度に、取り扱われた現金について、以下の点を主眼として、監査を行 

った。 

（１）金銭出納員、現金取扱員以外の者が現金を取り扱っていないか（地方自治 

法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１７１条）。 

（２）現金領収すべき金額の算定に必要な書類は整備されているか。 

（３）領収書の取扱いは適正に行われているか。 

（４）現金出納簿は、遅滞なく正確に記帳されているか。また、日々の出納関係 

帳簿等の点検を行っているか。 

（５）領収書を発行しない収納金の確認は適正に行われているか。 

（６）収納金は適正に保管されているか。また、私金と混同していないか（法第 

２３５条の４第１項）。 

（７）収納金は遅滞なく指定金融機関等に払い込まれているか。 

（８）釣銭資金の設定、取扱いと保管は適正に行われているか。 

 

５ 監査の結果 

対象事務については、おおむね適正に執行されていると認められる。ただし、

事務処理に関する軽微な誤りや注意を要する事例が見受けられたので、口頭で

注意した。 
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意見・要望事項については、次に述べるので、事務処理の見直しや改善を行い、 

より適正な事務の執行に努められたい。 

 

（１）重点項目に係る意見・要望事項 

現金の取扱いについて、重点項目として監査を行った結果、以下のような事

例が少なからず見受けられた。 

 

ア 窓口で各種証明手数料等を現金で取り扱っていたが、現金出納簿を作成

していなかったもの 

    

イ 現金出納簿を作成していたものの、払い込みの入力手続が適正に行われ

ていなかったため、現金出納簿に払込の記載がないもの 

    

ウ 記帳されている金額や日付が、預金通帳に記載されている内容と一致し

ないもの 

 

エ まとめ納付書の使用は、通常３万円以内とされており、それを超える場合

は会計管理室と事前協議を行うこととされているところ事前協議がされて

いないもの、また、まとめ納付書の使用の対象科目でないにもかかわらず、

まとめ納付書を使用していたもの 

 

オ 両替金について、昔からある５００円程度の出所の不明な現金を両替金

として使用していたもの 

 

  以上のような状況は、現金を取り扱う職員の基本的な知識不足のほか、所

管課におけるチェック体制の不備にも起因していると考えられる。 

  収納金については、渋谷区会計事務規則（平成１９年区規則第６４号。以下

「会計事務規則」という。）第２６条第１項において、出納員は、収納金を納

付書によって、速やかに指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなけ

ればならない旨定められ、現金出納簿については、同規則第９４条第１項に

おいて、出納員は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならな

い旨が定められているほか、このことは、金銭会計事務の手引（平成３０年３

月渋谷区会計管理室）においても説明されている。 
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  収納事務を指導・統括する会計管理室からは、文書事情聴取及び部別講評

において、会計事務規則第９４条の趣旨や金銭会計の手引の当該部分を実務

的にわかりやすく説明した周知文を全庁に発し、各所管における現金出納簿

の管理が適切に行われるよう周知・指導する旨回答を受けた。その後、「現金

の収納事務の適切な執行について」（令和５年９月４日付け会計管理者通知）

が各所属長あて発出され、現金収納事務の重要性に鑑み、会計事務規則を遵

守し適切な事務執行を行うよう周知がなされた。現金を取り扱う所管課にお

いては、会計事務規則等、事務の根拠となる規定を改めて確認するとともに、

チェック体制が組織的なものとなっているかを含めて再点検し、不適正処理

の根絶に万全を期すよう強く要望する。 

 

（２）各課に係る意見・要望事項 

ア 高齢者住宅改修給付事業実施契約について 

  区と工事施工業者（以下、「事業者」という。）がいったん契約を締結する

と、住宅改修給付の決定を受けた者（以下、「利用者」という。）が異なって

も、仕様書中に自動更新について定められていることから、何年も同じ契約

内容となり、法改正等に対応できない。また、渋谷区高齢者住宅改修給付事

業実施要綱（平成２６年１月２３日区長決裁。以下「要綱」という。）第６

条において、「区長は、・・・（略）・・・申請があったときは、身体状況、家

庭環境、住居環境等を実地に調査し、給付の可否を決定する。」と規定され

ているものの、実際に実地調査をしていたのは、委託事業者であるところの

地域包括支援センター職員であり、工事写真帳の提出もされていなかった。 

これらの問題点について所管部へ事情聴取を行ったところ、これまで区と

事業者との間で結んでいた契約方式を、利用者が高齢者住宅改修の給付費の

受領を事業者に委任したうえで、区から事業者へ給付費を支払う受領委任払

い方式に変更するとの回答があった。また、地域包括支援センター職員が実

地調査すること及び事業者に工事写真帳の提出を求めるよう要綱を改正し

明記するとの回答を得た。 

また、部別講評においては、これら改正内容に関するマニュアル等の作成、

地域包括支援センター及び事業者に対し、周知・案内を行い、９月中に要綱

改正を実施し、１０月１日から新方式を開始するとの説明を受けた。 

本事業は、最終的に適切な工事がされているかを所管部においてしっかり

と確認することが求められる。要綱を改正し、受領委任払い方式を導入する
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ことで、諸問題を解決し、適正な給付を行うことをもって高齢者の福祉の増

進を図ることを期待する。 

(福祉部高齢者福祉課) 

 

イ 両替金の取扱いについて 

金銭出納員のつり銭及び両替金については、会計事務規則第２７条におい

て、「出納員は、歳入の収納に当たって、つり銭又は両替金を必要とする場

合は、会計管理者の承認を得て、払い込むべき収納金のうちから必要とする

金額の現金を留め置くことができる。」と規定されているが、以前からある

出所不明な現金を両替金として使用していた。 

このことについて、所管部からは、会計管理室と協議を行い、本年８月２

日、雑入として処理し、改めて会計事務規則第２７条の規定により８月１０

日、つり銭を受領した旨報告を受けた。 

今後は、会計事務規則等にのっとり、特につり銭及び両替金について、職

員一人一人の理解を深め、定期的に状況の確認、指導を徹底するように要望

する。 

(土木部企画管理課) 

 

ウ 水銀使用廃製品廃棄処理委託及び産業廃棄物処理委託契約について 

  学務課において水銀使用廃製品廃棄処理を行うにあたり、契約課で「水銀

使用廃製品処理委託契約」、学務課で「産業廃棄物処理委託契約」（各課契約）

を締結している。「水銀使用廃製品処理委託」について、仕様書を査閲した

ところ、業務内容に「産業廃棄物の収集運搬及び処分」と記載されており、

水銀使用廃製品の収集・運搬から処分までを委託する内容となっていた。契

約課では、収集・運搬の許可と、処分（中間処理）の許可の双方を受けてい

る者を予め調査し、指名競争入札により落札者を決定した。しかし、落札者

から契約書作成に必要な書類を取り寄せたところ、処分（中間処理）につい

て別事業者を指定することを知った。廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」という。）第１２条第

５項において、他人に収集・運搬及び処分を委託する場合の契約は原則的に

収集運搬業者と処分業者のそれぞれと締結することを求めている。例外と

して収集運搬と処分（中間処理）の双方に許可を受けている者が自ら処分

（中間処理）を行う場合に、１社による契約が認められている。よって、廃
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棄物処理法を遵守するため「産業廃棄物処理委託契約」を別途締結し、受託

者に処分を委託することとしていた。しかしながら、１社による契約が不可

能となった時点で、契約の見直し等をすべきところ、行っていなかった。ま

た、「水銀使用廃製品処理委託」の仕様書には「産業廃棄物の最終処分は契

約金額に含む」との記載があり、「産業廃棄物処理委託契約」の委託料は「水

銀使用廃製品処理委託」の受託者から支払いを受ける旨、当該契約書に記載

されていた。しかしながら、添付された内訳書には、業務名（薬品名）、数

量、単価、金額、運搬費、諸経費の記載があったが、どの経費が処分に係る

経費なのか明示されていなかった。 

このことについて、所管部へ確認を求めたところ「産業廃棄物処理委託契

約」の委託料は適正に支払われ、廃棄物の収集、運搬から処分に至る作業が

適法に行われていることを確認することができた。しかしながら、処分に係

る経費が契約書等から読み取りにくいことについては改善が必要である旨

伝えた。 

所管部からは、当初は１社契約を想定していたが、不可能となったため、

このような契約となってしまった。今後は、産業廃棄物に関わる収集運搬業

務委託と、同処分業務委託については、廃棄物処理法の原則にのっとり、そ

れぞれの契約締結請求書に基づき、業務委託が着実に執行されるよう所管課

と調整し、各所管部に対しても、排出事業者としての責務を理解・認識を求

めながら、連携して公平性・透明性を備えた適切な契約事務を進めるとの決

意が述べられた。合わせて、「産業廃棄物処理委託に係る契約手続きについ

て」（令和５年８月２４日付け５渋総契発第７６号総務部長通知）が各主管

部長あて発出され、廃棄物処理法の原則にのっとり、収集運搬と処分、それ

ぞれに分けて契約を行うよう周知を行ったとの報告があった。 

また、所管部に対して、マニフェストの供覧が事後となっていたため、こ

れを注意し、排出事業者の責務について認識が不足していたと所感を述べ、

現在保有している水銀等の回収・運搬及び処分について、適正に契約事務を

行うよう要望した。 

所管部からは、適切な契約行為に努め、廃棄物処理法の趣旨及び排出事業

者の責務を再確認して事務改善に努めるとともに、来年度までに廃棄を予定

している水銀及び水銀気圧計について、最終処分まで適正に行うように適切

な契約事務及び履行確認を行っていくとの決意が述べられた。 

産業廃棄物の不法投棄は社会問題となって久しく、いまだ撲滅までには至
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っていない。廃棄物処理法第３条において、事業者は、その事業活動に伴っ

て生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとす

る排出事業者責任を定めている。排出事業者は、その廃棄物を適正に処理し

なければならないという重要な責任を有しており、その責任は、その廃棄物

の処理を他人に委託すれば終了するものではない。とりわけ排出事業者とし

ての区の責務は重大であり、排出事業者責任に関する各規定の遵守について

改めて認識するとともに、公平性・透明性についても十二分に備えたわかり

やすい契約事務を行いながら、排出事業者としての区の責務を果たし続ける

よう要望する。 

(総務部契約課・教育委員会事務局学務課) 

 

（３）全庁に係る意見・要望事項 

ア 過年度分 

（ア）会計年度任用職員について 

令和３年度重点項目であった会計年度任用職員について、指摘した事 

項が今年度においても改善されていない事例が散見された。 

・任用の決定は、任命権者である部長決裁としているところであり、 

勤務条件通知書の送付、承諾書の収受についても、任用決定の一貫で 

あるため、部長決裁若しくは部長供覧が必要であるが、部長決裁若しく 

は部長供覧がされていないもの 

・年次有給休暇の付与日数が、本来付与すべき日数でなく、誤った日 

     数が付与されていたもの 

・週休日の指定について、本来であれば、前月末日までに所属長決裁 

により本人あて通知すべきところ通知されていなかったもの 

・報酬を支払う際の勤務状況報告書の人事課への報告について、本来 

であれば、所属長決裁により報告すべきところ、未決裁のまま、人事課 

へ報告されていたもの 

 

以上のような状況は、会計年度任用職員に関する知識が担当職員に不 

    足しており、また、管理監督者による組織内でのチェックや適切な職員指 

導が十分に行われていないことによるものである。 

また、会計年度任用職員事務を統括する総務部人事課においては、令和 

３年度監査後にマニュアルやＦＡＱの作成を実施したところであり、令 
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和５年８月からは、新職員システムによる勤怠管理も導入された。今後も 

実効性のある指導を継続されたい。 

 

イ 本年度分 

（ア）指定消耗品受払簿について 

渋谷区物品管理規則（平成１２年区規則第１５号）第２５条において、 

供用者は、会計管理者が指定した消耗品については、指定消耗品受払簿 

（別記第１０号様式）を備える旨規定されている。監査の結果、多くの所 

管課において、指定された様式以外の受払簿が作成されていた。 

今後は、規則改正を行うなど、出納事務を指導・統括する所管部として、 

適正な事務執行に努められたい。 

 

（イ）施設の安全点検について 

    令和４年度消防設備等点検結果報告書及び建築基準法（昭和２５年法 

    律第２０１号）第１２条点検結果報告書において、不良判定又は要是正と 

の報告が提出されているにもかかわらず、監査日現在、必要な修繕等が行 

われていないものが散見された。 

 施設の安全管理は、利用者等の命を守るために不可欠であり、常に 

適正な状態となるよう、維持・補修に努めなければならない。今後は、速 

やかな対応を実施され、施設の安全管理が遺漏なく行われるよう、主体的 

に取り組まれたい。 

 

６ 総括意見 

  今回の監査では、現金の取扱いを重点項目として実施した。 

上記５（１）アからオまででも述べたとおり、現金を取り扱う所管課において、 

法令、会計事務規則等に関する理解が不足していると思われる事例が見受けら 

れた。 

現金の収納事務は、事務処理に伴うリスクが高く、行政に求められる信頼性に

大きな影響を及ぼす恐れがある。「現金の収納事務の適切な執行について」（令和

５年９月４日付け会計管理者通知）が発出されたことを契機に、適正な現金の取

扱いに継続的に取り組むことを期待する。 

また、これまで実施した監査において、委託契約における成果物の供覧等指摘 

した事項については、おおむね適切に改善等が行われているものの、その後、同 
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様のミスが発生しているものが確認された。改めて、監査における意見・指摘等 

の内容を確認・検証する必要があると思われる。所管部においては、決裁過程に 

おける適切なチェックにより内部統制を一層機能させるよう努められたい。 

今回、５（２）にて各課に係る意見・要望事項とした高齢者住宅改修給付事業、 

現金等の取扱い及び産業廃棄物の収集運搬・処理委託契約については、深刻な事 

態に至らなかったものの、大きな問題につながる可能性があった。しかしなが 

ら、各所管部が今回の監査の過程において使命感をもって迅速に改善策を講じ 

たことは評価に値する。今回の意見・要望事項を参考に、ほかの事業についても 

常に点検を怠らず、万が一にも区民の信用失墜を招くことの無いように、リスク 

マネジメントの強化・徹底を継続されるよう要望する。 

また、５（３）に記載の全庁に係る意見・要望事項については、今後の監査で 

も継続して改善の進捗に着目していくので注意されたい。特に施設の安全点検 

に関しては区民施設利用者の安全に直接関わる事項であり、速やかな対応を期 

待する。 

新型コロナウイルス感染症や円安の影響、ウクライナ侵攻の長期化に伴い、エ 

ネルギー価格・物価の更なる高騰が懸念されるなど、今後の見通しが不透明な 

中、行財政改革の推進とともに、その変化に迅速に対応し、真に必要な区民サー 

ビスの維持、向上を目指して、最少の経費で最大の効果を生み出す施策に着実に 

取り組み、区民から信頼される区政運営に努められたい。 

 

 


